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　７月７日。吻合文化会訟で『宝くじ文化公演l音楽の絵本』クフンック::1ン!j－ト」が園管きれました。

満鳶の会11からは、多くの家旅づれから孚拍了-や大きな拍字がi!qられていました。



掴ぢ冰勉強竟町総合計繭が決定！
　町政運営の基本となる波佐見町総合計画については、平成15（2003）年に、町の将来

像を『活力と潤いにみちた陶磁と緑のまち　波佐見』とする「第４次波佐見町総合計画1が

平成2･1年度で昌終年度を迎えたことから、今後10年間のまちづくりの方向を明らかにするた

め、「第５次波佐見町総合計画」を策定し、６月臨時議会において承認されたものです。

　現在、日本の社会経済情勢は目まぐるしく変化しており、本町においても、長引く粟気侭

週の申、少子・高齢化の進行、町民の価値観の多様化等、様々なニーズヘの対応が求められ

ています。また、東日本大震災により安心、安全に対する住民意識が高まっており、災害に

強いまちづくりや深刻化するエネルギー問題など、これまで以上にスピード感を持った行政
課題への適切な対応が求められています。

　この計画は、本町がめざすべき将来像、そして、それを実現していくための目標、及びこ

れを達成するために必要な施策の基本的方向を明らかにしたもので、町が行殉教運営を合理
的に垣め、総合的、計画的なまちづくりを行うための指標となるものです。

　以下に、計画の概要を記載します。

［時代の潮流］

　今後のまちづくりにあたっては、以下のような社会情勢を十分にふまえたうえで、本町を

取り巻くさまざまな麿境の変化に柔軟に対応していくことが求められています。

　●少子・高齢化の進行と人□減少社会の到来

　●環境保全意識の高まり

　●地方経済・雇用状況の変化

　●ライフスタイルの多」睡化

　●高度情報社会の進展

　●住民参画の拡大と協働の取組みの進展

　●地方分権の進展と更なる行財政改革の必賢性

【町の発展課題】

　これからのまちづくりにおいては、産業、福祉、頂坦、観光などに対する町民§識の高ま

引こ対応し、新しい町の魅力を創造していくことが求められています。

　①座業の活性化

　②担い手づくリ

③協働のまちづくり

④安心・安全

⑤定住促進

⑥交流人口の拡大によるまちづくリ

まちづくりの昼本目標

匯面面i‾|

　『人と心が　かよいあう　陶磁と緑のまち　波佐見』

◆人と心がかよいあう…町民同士が心を通わせ、心から波佐見を大切にし、愛する心を持つ

　　　　　　　　　　とともに､波佐見町を訪れた人に対してもおもてなしの心をもつこ

　　　　　　　　　　とを意味し･ます。

◆陶磁と緑のまち　　…400年の伝統を詞る波佐見焼産地として更なる飛躍と田園､そして

　　　　　　　　　　恵まれた白然匯現のもと、両の翌かさが感じられる聞かれた町を意

　　　　　　　　　　陳します。

　このように、人と人とのつながりを大切にしながら、伝統ある産業の更なる発展ど｡自然

資源を生かしたまちつくりに取組み、交流人口や定住人口の増加を回り、魅力あふれるまち

の実現をめざします。

勿ljゴ盆歿一差見参



｢ii首桶‾i‾|快適で住み良いまちづくリ

　　緑藍かな自然と、十分調和した快適で住み良い住環琲が構築されたまちをめざします。

｢奮禾和i‾i‾D勤く一､びを持1=るまちづくリ

　　農業と窯業を基本にした地場浬票の可成や、霖業種間の連携を図リ、活気とにぎわいのあ

　る産業のまちをめざします。

『jii涵'葎‾i‾1人に價しい福祉のまちづくり

　　福祉と保健､医療の連携のもと町民が相互に助け曾うことができる福祉のまちの実現をめ

　さしますや

『iiii‾4‾|豊かな心を育むまちづくリ

　　誰もが生涯にわたり、あらゆる学習揖会や、文化･スポーツ活動を涌じて、お互いの人罹

　や価値観を尊垂し、豆かな心を育むことができるまちをめざします。

目ii盲祓i‾|安心・安全なまちづくり

　　町民の命や財産を災害、犯罪などから守り、､生涯を通じて安全に生活できると共に生活

　環境基盤の整った安心して笞らせるまちをめざします。

｢iTii;iTiiTI人が交わるまちづくリ

　人との交流を推進するとともに、町民の自主的な活動を促進し、行政と町民が一体となっ

た町をめざします。

庫乖酉i‾i‾]健全･ご効率的なまちづくリ

効率的で効果的な行政と健全な則政運営をめざします。
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　　=k=∧］ 員をlj.万万'=集します
　波佐見町の職員を募集します。（平成ａ年屡:採用予定）

●受付離間　　　平成馮年７月12日（金）～平成25年８月23日（金）

●哨１次試験　　平成25年９月22日（日）

試験区分 試験一種 職務内喜 採用予定数 受　験　資　格

大学卒業程度 行　政 一般行政事原 若千名

昭和59年４阿２日から

平成４年４月11≡1までに

生まれた名

高校卒業程度
一般事務 一般行政事務 若千名 昭和59年４月２日から

平成８年４月I FIまでに

生まれた者土　木 土木技術 若千名

社　会　人
社会人

基礎試験
土木技術 若干名

昭和3j1年４月２日から

昭和･19年４月１日までに

生まれた者

●申込ｉ間い合わせ先　役場総務課総務班　g85－2111（内線20D

　　　　　　　　　　　※試験案内は町のホームページにも掲載しています。
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『サッカー協会』
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　木原会は、平成＆年４月に発足し、現在は小・中・高校生、

協会としては、主催大会の開催、子ども遠の技術指導を通し、

膏少年健全育成に努めています。

‾主催大会の開催

　・波佐莞ちぴっこサッカーフェスタ

　所朧団体

　デけフィーゴ波佐見ＦＣ、測左琵申李校ｻｯｶ哨11、

Ｚンりｓ･ｆ Ｚ城一ツ’
　　　　－　一一　－

一般の団体が所属しています。

競核力向上と競技人口の拡大、

波佐見高校1ナッカー脈波佐兇クラブト殷）

　○デサフィーゴ波佐見ＦＣ紹介～入部者随時募集411 1～

　　・練習日　　毎週　月、水、金-一一17 1 00～IE（X）　土･一一9 :00～i2 : 00

　　・曜　所　東小グラウンド｛月曜、雨小グラウンド冰曜｝、中央小グラウンド（金･土曜）

　町民の皆様へ

　本町のサッカー人口は、一時期減少する状況もありましたが、関係者や地域の皆様のご

理解とご協力で徐々に回復しているところです。本協会は、これまで郡協会や県協会と連

携をとりながら、小学生・中学生の指導と育成を中心に活動を行ってきました。これから

も、多くの方々にサッカーに親しんでいただける環境づくりに努めていきたいと患います。

サッカー協会会長　福田　良一

●問い会わせ先　波佐見町体育協会事務問（総合文化会館内） ‘a85－2認4

|平咸25年ａ月号クラウンドコルフ協会の紹介を掲|粒予定です，

□窟菌胞･によ:る腕付沓協這しでい底ず、
　本町では、口座振替による町公金納付を推進しています。

　口座振替とは、町県民税や固定資産税などの町に対する納付金を、登録した金融機関
の預貯金口座から自動的に引き落とすものです。振替日は25日が呈準日となっでおり、

振替できなかったとぎは翌月旬日に司振替します。（振替日が休日等の場合は、翌営業
日となります｡）

　口座振替であれぱ、納期ごとに銀行まで足を運ぶことなく納付ができるので、大変便
利です。

　　I口座振替ができる金融機関】

　親和銀行、十八銀行、長崎県央農協、郵便局

　公金の□囲振｡替を希望される方は、口座引き落としを希望される金融機関の窓口

に通帳と印鑑を持ってお申し込みください。

●間い合わせ先　役場総務課電算情報係　･a85 －211 1（内線2o5、206）
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急【Ⅲ肋鴎】

＠瑠在、全国で胤しんが流行してい蓉1す、
　風しんは風しんウイルスによる感染症で、咳やくしやみなどの飛沫により感染します。感染して

２～３週間後、発疹、発熱、リンパ節の訓ね等が認められ、まれに脳炎などの合併症を引き起こ

すことがあります。妊娠初期の女性が氾しんに感染すると、ウイルスが胎盤を通じて胎児に感染し、

胎児が先天性風しん揺蚊群（白内障、先天性心疾患、難聴など）を起こすことがあるので注意が必

要です。

　平成２５郎にλってからの全国での発生報告は６月２３日現在で１ １、４８９例と昨年１年間の

報告赦の４、８倍以上にものぼっています。流行の中心ぱ20代から40代の男性です。

長崎県｡でも６月２３日現在で１７件の報告かおり、前年〔２例〕を上回っています。

特に、昭和54年４月２日－平成７年４阿１日生まれの男女は接種率が低く、昭和54年
４月１日以前生まれの男性は子どもの頃に定期接種のチャンスがありませんでした。

●感染を予防するためには？

◆風しんには、効果的な治療法がありませんのでワクチンでの予防が重要となります。

　一定間予防接種（麻しん・（iしん混合ワクチン）対象の方は必ず予防接種を受けるようにしましょう。

　・妊婦への感染を防ぐため、次の方のうち、風しんに対する十分な抗体を持っていることが曙認で

　きない方については、任意の予防接種を受けることを検討しましょう。

　（妊娼中は風しんの予防接種を受けることはできませんj

　（□妊婦の夫、子ども及びその他の同居家族

　（２）１０代後半から４０代の女性（特に、妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い方）

　（３）出産後の･女性

◆外出後の手洗い、うがいをしっかりしましよう。咳が出る場合は、マスクを思用し、昿エチ

　ケットを守りましよう。

●問い合わせ先

　役場健康推進一健康増進係‘Ｚｉ･８ ５－２ １１１（内線１３１--１３３）
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水道送水ポンプ

場が波佐見テクノバーク入口に完成しました。本ポン

プ・は、平成24年度から工事盾手し、折敷瀬郷内ノ波

地区を水源とし、波佐見テクノパークヘ送水する施設

で６月から供用を開始しています。
▲退水ボン /tl

ご存じ.ですか？高次臨機龍曝書
い●高次脳機能障害とは
J
I

J

J
’

交通事故や脳卒中など脳にダメージを負つたあと、下記の４つの障害をきたすといわれています。

生活のしにくさ等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

◆記憶障蚕‥・過去の事が思い出せない、新しいことが竟えられない。

◆注意障害・‥落ち笛かない、ボーっとする、物事に集中できない。

●即ほ;’広原波蔭.g
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急
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個個公レムの迦社屋1加測
　惣辿刳�の包胡につ･いで

幼

;?:;r:でｽﾞﾌご乞ﾂﾞ迄y温言ぶ回r7J7で詰で役唄から支給する制度でず乳

ぷ百ご者に対する福祉医旅制度において､平成25年10月診原分から対象者の範囲と支給割合が

これまで
　後期高齢者医療保険へ加入になると、

身体障害者手帳１・２級か療両手眼AI ・

A2をお持ちの方以外は、支給が受けられ

ませんでした。

これから
　身体障害者手帳３級か庫育手帳ＢＩを

お持ちの方は、医療費（自己負担笥を差

引くMこ対し２／３の支給を行っていたと

ころを１／２の減額支給となりますが､代

わりに後期高齢貴一層亘－に皿λ､!;1な２

で_もj_4Zの凛綿を続けTr受_けられ鳶よ

うになりました。療育手帳［32をお持ち

の方についても、同様の取り扱いとなり

ます。

また新たに、

1_絹をお持ちの方の外来巨眼費について

も、支給の対象となることとなりました。

　　手帳該当区分

樟害手帳レ等級
支給割合

国保・社Ｒ 後期高齢

身　体 １・２級
１ １

療　育 ＡＩ・Ａ２
　　　　－　一身　体

直　膏

３級
ＢＩ

２／３

ノダ
原　両 ８２ １／２

㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜皿㎜

㎜㎜㎜

手帳該当区分 支給割合

障害手帳　・　等　級 国保・社保 後期高齢

狗　体 １・２級
１ １

癩　育 ＡＩ・Ａ２

身　体 ３級
･¶/2 １／２

捺　岡 ＢＩ

療　育 Ｂ２ １／２ １／２

　　　　　　十

精神　１級。。｡　　１　　　　１

●新しく対象となる方へは、今年の７月中旬に役場から通知いたします。

　ただし、精神障害者保健福祉手帳については、波佐見町に住所を有する方が対象となります。

　他の市町に住所を而する方は、手帳を持参し住所のある役場へお問い合わせください。

　搦要件に所肘制限があるため、一部の力は受けられないことがあります。

●伺い合わせ先　役場住民福祉課社会福祉係　ga5－2111（内線114～116）

～ひとり親家庭等のための『悩みごと相談室』開設～

資格取得､仕事探し､母子寡婦福祉資金の貸付｛母子のみ｝､養育費等の福祉制度利用

にあたり、

●日　時

●場　所

困っておられることについて、因子自立支援員がご相談をお受けします。

８月23日（金）10時30分－15時30分

波佐見町役場　１階相談室

●問い合わせ先　采破・北松福祉事務所‘･･22－3211

　　　　　　　　役場住民福祉課子育て支援係　S85－2111（内線117）

Jﾊﾟ淀=範推哨1＠
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後期高齢者医慶福保険者証をお持ちの方へ

袖保険者証(保険証)の更新について

○現在ご使用いただいている保険証の徊効期限は、平成25年７月31日までとなっています。

　新しい保険証を７月中に交付（郵送）いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に

　お使いください。なお、更新の際の手続きは必要ありません。有効期限が過ぎた保険証は、

　細かく裁断し破棄していただくか、役場国保年金係までお返しください。

　　　　　　　＝1≒に工げとパパ⊇こ言ぐ殆坤Tエドバ函犬ポかできごＴ＝

○平成22年７月に施行された「臓器の移植に関する法律」の改正により、移植医旅に対する

　理解を深めていただくため、保険証の裏面に［臓器提供に関する意思表示欄］を設けてい

　ます。なお臓器提供に関亨る意思表示翻に意思を記入することは、あくまでも被保･険=者

　（本人）の任悉であり、意思表示を義務付けるものではありません。

-‥　　一限度額適用・標準負担額減額認定証についてｰ------‥－

　「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示していただくことで、入院時

　の恩［］払い〔保険適用分〕が自己負担限度額までになります。また、食事代が減額されます。

●認定の対象となる方

　住民税非課税世帯に属している方（同一世帯の全員が住民税非課税の場合）
●既に交付を受けている方

　現在使用されている認定証の有効期限は、平成25年７月31日までとなっています。引き続

　き対象となる方には、新しい認定証を保険証に同封してア月中に交付｛郵送等｝いたします。
　　（申請の必要はありません｡）

　※「区分||」の認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に9（）日を超える入院

　　｛申請日から過去１年以内｝がある場合は、さらに食郡代が減額されます。

　　｛両度、申請が必要であり、適用は申請日からとなります｡｝

●認定証の交付を受けるには

　役場健康推進課国保年金係の窓口で、申請の手続きを行ってくたさい。

　（被保険=考証と印鑑をご持参くたさい｡）

●問い合わせ先　役場健康雄斎一国保年金係

　　　　　　　　長崎県後期高齢者医療広域浬合
一一一一一一 －－－－－

萱85－2川（内線125～127）

‘1郭95－816－3930
－－－一一－ 一一－－

包子宕大息剪ﾖで言ならこと姶応り些尨'んか？

イライラしゆすい
ヽ－

動きが多く偕ら笛かない
一 一 一 一 -

長崎県県央保健所では、

怒りっほくすぐに手がでる
一 一 一 一 - － 　 －

人見知りが強い

臨床心理士一作業療法士などの専門スタッフが、

≒
－
－
－
－
白

お子さんが遜われて

いる保商圏等へ出向き、保護者の相談に応じる「出前相談」を無料で開催していま亨。

　日時など、詳細は下記までお問い合わせください。

●問い合わせ先

　県央保健所地域保健課保健福祉斑

　役場健康推進課健康増進係

●Ｊｎ’ぶ原鶴1尼

･a0957｢－26－3306

211‘85－21 1 1 (内線13卜1即

｜

｜

｜

｜
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